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基本方針Ⅰ 自然との共生 

【環境の現況】 

１ 地形 

本市の地形は、太平洋に面する海岸線、その背後の低地、いくつかの丘陵地と台地、北部の火

山地、そして、低地を縫うように流れる河川などで構成されています。 

北部の火山地は、当地域 高峰で活火山の雌阿寒岳(1,499m)をはじめとする火山とカルデラ湖

の阿寒湖、パンケトー、ペンケトーなどの湖沼が広がっています。阿寒カルデラは、千島火山帯

の西南端に位置しており、その形成時代は、約12万年前とされています。 

東部には根室段丘と呼ばれる海岸段丘が根室まで広がっています。釧路湿原の北西部に鶴居丘

陵・西部に白糠丘陵と呼ばれる二つの丘陵地が加わり、十勝との境界になる国境山地まで発達し

ています。さらに、これらより一段低い釧路段丘と呼ばれる海岸段丘が低地に接しています。 

低地は、海岸線の砂丘地とそれに連続する河口域の沖積地、そして釧路湿原をかたちづくって

いる泥炭地で構成されています。また、阿寒川・仁々志別川・音別川・尺別川沿いの低地には、

農耕地に適した平野が広がっています。 

寒流の千島海流に洗われる海岸は、釧路川河口を境として東部には切り立った海岸段丘が連な

り、西部には数列の砂丘を伴った平坦な砂浜海岸が伸びています。 

また、阿寒の火山地帯に水源をもつ釧路川と阿寒川が、釧路市域を流下し、なかでも釧路川は、

多くの支川を集めて釧路湿原域を蛇行しながら南流し、太平洋に注いでいます。 

 

図3-1-1 地形分類図（釧路市立博物館作成） 
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２ 地質 

釧路地方の地質は、堆積岩で構成される地域と火山地帯の火成岩を主とする地域とに分けられ

ます。基盤となる地層は、アンモナイトやイノセラムスなどの化石を含む根室層群（中生代白亜

紀末期）です。 
その上には、釧路炭田を構成する数十枚の石炭層を含む浦幌層群や音別層群が、さらに新第三

紀の地層が堆積しています。そして、北部の火山地域では、それらを基盤として火山岩や火山噴

出物が地表をおおっています。 
海岸段丘や丘陵地には、第四紀の洪積世に堆積した釧路層群や大楽毛層などが、広範囲に分布

しています。市街地や河川流域の低地には、火山灰を含む砂礫（されき）や粘土からなる沖積層

が分布し、さらに釧路湿原には泥炭層が分布しています。 
 
図3-1-2 地質層序表（地質年代は平成２０年度版 理科年表による） 

 地質時代 地層名 

完新世 

(沖積世) 
沖積層 

 

屈斜路軽石流堆積物 

  

  
大楽毛層 

  塘路層 

第四紀 
更新世 

(洪積世) 
釧
路
層
群 達古武層 

鮮新世 阿寒層群 

 

 

厚内層群 新第三紀 

中新世 

布伏内層  

縫別層 

  茶路層 

  

音
別
層
群 大曲層 

  尺別層 

  舌辛層 

  双運層 

  雄別層 

  天寧層 

 春採層 

新生代 

古第三紀  

浦
幌
層
群 

別保層 

 

中生代 白亜紀 根室層群 

                             整合     不整合       

 

 

1万年前 

 

 

 

 

 

 

260万年前 

 

530万年前 

 

 

2,300万年前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,600万年前 
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３ 植物 

本市とその周辺は、冷温帯・亜寒帯に属する植物群で占められ、特異な気象条件、多様な地形

などとあいまって、特色ある植物相が展開しています。本市の植生は、海岸線、低湿地、段丘・

丘陵地そして山岳地などの植生帯に区分できます。 

阿寒湖には、マリモを代表としてヒメフラスコモ、カタシャジクモ、シャジクモなどの多くの

希少種の藻類が確認されています。 

阿寒川流域では、本流源流部のトドマツ・エゾマツ林にはヤマモミジ、オヒョウ等を交え、樹

冠が密なため林床では蘇苔類と地衣類が優占しており、中流部では、アカエゾマツ・トドマツ・

エゾマツなどが優占しており、立木密度も高くなっています。 

釧路湿原に代表される海岸から内陸にかけての低湿地には、ヨシ・スゲ類群落、ハンノキ湿地

林、ミズゴケ類群落からなる湿地植物群落が占めます。 

内陸の段丘・丘陵地には、ミズナラ、イタヤカエデ、シラカバを優占とする落葉広葉樹林帯が

広がっており、海岸付近には、ミヤマハンノキやダケカンバなどが分布しています。 

海岸線においては、砂浜・砂丘地植物群落、海食崖・海岸段丘には海岸草原が分布しています。

特に西部では、海浜植生が保たれており、音別地域と白糠町にまたがる海跡湖であるパシクル沼

周辺を含めて、湿原植生、沼沢地植生、塩湿地植生など多様な植生が展開しています。 

また、本来、生育地の中心がサハリンやシベリア以北であるエゾウスユキソウやハナタネツケ

バナ、ウラホロイチゲ、クシロハナシノブなどが本市周辺にも生育しており、釧路地方の植生を

特徴づけています。 

このほか、本市には数多くの外来種が存在することがわかっています。代表的なものには、オ

オハンゴンソウがあり、市民団体による防除活動が行われています。 
 

４ 動物 

太平洋に面する海岸地帯、阿寒山系から広がる森林・丘陵地帯、釧路川とその下流に広がる釧

路湿原など、釧路市周辺の自然の構成は変化に富み、そこに特色ある野生動物が生息しています。 

本市周辺を象徴する野生動物種は、国内希少野生動植物種にも指定されているタンチョウです。

タンチョウは、大正13年、それまで絶滅したと思われていましたが、釧路湿原において十数羽が

発見されました。それ以来、地域の人々によって手厚く保護され、現在は、東北海道を中心に約

1,000羽が生息しています。市内のタンチョウ給餌場は、阿寒地区に5箇所、音別地区に2箇所、

合計7箇所指定されています。 

本市を特徴づける鳥類としては、シマフクロウやクマゲラ、オジロワシなどが生息し、オオワ

シ、ヒシクイなどが冬鳥として飛来します。ほ乳類としては、ヒグマ、エゾシカ、キタキツネ、

エゾタヌキなどが生息しています。リスは、エゾリス、エゾシマリス、エゾモモンガの3種類が

います。 

また、近年では、植物と同様に外来種問題が取り上げられています。春採湖においては、ウチ

ダザリガニによる水草の被害などもあり、生態系への影響が懸念されています。 

 



第３章 環境の現況と施策の推進状況（基本方針Ⅰ 自然との共生） 
 

9 

表3-1-1 釧路地域で確認されている動植物の種類 

種類 釧路地域 北海道 全国 

植物（裸子植物、被子植物、シダ植物） 1,005 2,250 約 8,800 

哺乳類 28 62 241 

鳥類 237 405 約 700 

両生類・は虫類 8 24 161 

魚類（汽水・淡水魚類） 37 71 約 300 

昆虫類 959 11,241 約 30,200 

※釧路地域の数値は「平成16年度釧路市自然環境現況解析事業報告書」（釧路市 2005年）による。 

※北海道の数値は「北海道レッドデータブック2001」による。 

※全国の数値は「第三次生物多様性国家戦略」（環境省 2007年11月）による。 

 

表3-1-2 阿寒川水系、阿寒湖周辺で確認されている動物の種類 

哺乳類 鳥類 魚類 昆虫類 

24 104 25 890

※「阿寒川水系総合調査報告書」（釧路市教育委員会（釧路市博物館）、財団法人前田一歩園、阿寒町教育委員会 

1999年3月）による。 

 

表3-1-3 「北海道の希少野生動植物 北海道レッドデータブック2001」に記載されている希少

野生動植物の種類 

本市で見られる希少種 
種類 

 釧路地域 阿寒地域 音別地域 

植物 82 60 35 4

鳥類 31 24 17 4

両生類 2 1 2 0

魚類 9 7 6 3

※一つの種が複数の地域で見られる場合があるため、本市で見られる希少種の数と3地域の合計とは一致しない。 

 

表3-1-4 「北海道の外来種リスト 北海道ブルーリスト2010」に記載されている外来種の種類 

本市で見られる外来種 
種類 

 釧路地域 阿寒地域 音別地域 

植物 162 144 75 63

哺乳類 4 4 4 1

鳥類 2 1 0 2

魚類 3 3 2 0

その他 1 1 1 0

※一つの種が複数の地域で見られる場合があるため、本市で見られる希少種の数と3地域の合計とは一致しない。 

 

表3-1-5 タンチョウ生息状況調査結果 

観察数  観察数  
調査年月日 

 うち釧路市内
調査年月日 

 うち釧路市内 

H18.12.5 686 255 H19.1.26 1,013 373 

H19.12.5 948 371 H20.1.25 799 365 

H20.12.5 801 326 H21.1.23 1,065 396 

H21.12.4 606 214 H22.1.26 724 162 

H22.12.3 676 235 H23.1.25 796 316 

※タンチョウ生息状況一斉調査結果（北海道）による。 

 

 

（単位：羽） 
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【施策の推進状況】 

１ 自然環境の保全 

(1) 自然環境の把握 

① 自然環境保全基礎調査 

本市では、市域の自然環境の把握を目的として、行政機関や研究機関等が実施した市域及

び釧路湿原における自然環境・野生生物に関する調査や研究の結果等について、資料の収集

・整理を行っています。 

 

② 春採湖調査会 
春採湖とその周辺の自然環境保全や水質浄化のための基礎的な調査を行うため、自然科学

のさまざまな分野の研究者が集まり、昭和60年に春採湖調査会が設立され、春採湖の基礎調

査を継続して行っています。 

本市では、調査会が行った春採湖とその周辺の自然環境の調査結果や市が主催した自然観

察会、環境保全事業などをとりまとめた「春採湖レポート」を年1回発行し、本市ホームペ

ージに掲載しています。 

 

③ 釧路地方における生物調査（キタサンショウウオ卵嚢調査） 
釧路市立博物館では、キタサンショウウオの卵嚢調査を実施しています。平成22年度は、

安原地区20卵塊、音羽地区13卵塊、広里地区92卵塊を確認しています。 

 

(2) 身近な自然環境の保全 

① ハマナス群落の復元 
大楽毛海岸のハマナス群落を復元するため、地域住民や自然保護団体・市民団体などの協

力を得て、大楽毛海岸に自生するハマナスの種から育成した苗を市民ボランティアが育成し、

大楽毛海岸に植栽する事業を実施しています。 

平成22年度には、4団体と5名の市民ボランティアによって前年度から育成されたハマナス

苗150株を、47名の参加者が大楽毛海岸に植栽しました。 

 

② 環境緑地保護地区等 

北海道自然環境等保全条例に基づき、市街地やその周辺地の環境緑地として維持すること

が必要な樹林地や水辺地、良好な自然景観地等の保護のために指定されるもので、本市では

環境緑地保護地区1ヵ所、記念保護樹木1ヵ所が指定されています。環境緑地保護地区等での

各種行為の届出受理等を行っています。（平成20年の学校統合により改称しています。） 

 

表3-1-6 環境緑地保護地区 

名称 面積（ha） 指定年月日 所在地 指定の目的 

釧路小学校 

（旧名称： 

日進小学校） 

0.16 

昭和49年3月30日 

（名称変更： 

平成21年10月9日）

浦見2丁目33外 

市街地における環境緑

地として維持すること

が必要な樹林地の保護 

 

表3-1-7 記念保護樹木 

名称 本数（本） 指定年月日 所在地 指定の目的 

日進小学校の 

サンナシ 
1 昭和49年3月30日 浦見2丁目35 

学校美化の記念として親し

まれている樹木の保護 
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③ 市有林の整備 
本市では、森林の多面的機能の持続的な発揮を図るため、市有林の整備を行っています。

平成22年度は、1.54haの造林、235.71haの除・間伐を行いました。 

 

(3) 釧路湿原の保全 

我が国 大の湿原である釧路湿原は、壮大な景観を有し、貴重な野生生物が分布する傑出し

た自然の風景地であることから、その風致景観を保護するとともに、自然の特性を生かした利

用の増進を図るため、昭和62年7月31日、自然公園法に基づき、国立公園に指定されました。 

釧路湿原国立公園は、釧路川に沿って展開する釧路湿原を中核とする地域で、釧路市、釧路

町、標茶町、鶴居村の4市町村にまたがり、「他の地域では既に失ってしまっている我が国の

平野部の原自然が保存されており、湿原全体を支配するヨシと散在するハンノキ林、蛇行する

河川等が構成する自然性の高い広大な水平的景観は、我が国では他に類例のない特異性」を示

しています。釧路湿原はその景観だけでなく、ヨシ・スゲ類などの特徴的な植物が見られ、特

別天然記念物タンチョウをはじめ、キタサンショウウオ、エゾカオジロトンボなど貴重な動物

が生息しています。 

また、釧路湿原は、文化財保護法により天然記念物に指定されているほか、タンチョウの生

息地として国指定鳥獣保護区に、さらにその主要部は国際的な重要性が評価されラムサール条

約登録湿地に指定されています。 

 
① 釧路湿原国立公園連絡協議会 

釧路湿原を取り囲む釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村の4市町村と環境省釧路自然環境事

務所、北海道釧路総合振興局は「釧路湿原国立公園連絡協議会」を組織し、関係行政機関が

連携をとりながら釧路湿原国立公園の保全と適正な利用に取り組んでいます。 

協議会の事務局を本市環境保全課に設置し、鶴居村にある温根内ビジターセンターと標茶

町にある塘路湖エコミュージアムセンターを拠点として、自然ふれあい活動を展開していま

す。また、湿原の保全など自然環境に関心のある協議会構成4市町村の子どもを対象とした

「こどもレンジャー」登録制度を設け、自然観察や清掃活動など子どもの視点から湿原保全

活動を実施しています。さらに、釧路湿原国立公園のガイドブックやホームページなどによ

り、釧路湿原国立公園に関する情報等を提供しています。 

 (ホームページアドレスhttp://city.hokkai.or.jp/～kkr946/) 

 

② 釧路湿原自然再生事業 
「釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会」（国土交通省：平成11年設置）、「釧路

湿原自然再生事業に関する実務会合」（環境省：平成14年設置）などにより、釧路湿原の自

然再生についての施策の提言、関係者間での意見交換などが行われてきましたが、平成15年

1月1日に自然再生推進法が施行され、4月には自然再生基本方針が決定されたことにより、

釧路湿原の自然再生も、この法律に基づいて実施することとなり、同年11月には「釧路湿原

自然再生協議会」が設立されました。 

この協議会において、平成17年3月に「釧路湿原自然再生全体構想」がまとめられ、関係

機関の連携のもと、地域住民の積極的な参加と幅広い合意形成を目指しながら、釧路湿原の

自然再生に関する各事業が進められています。 

 

③ 釧路湿原を美しくする会 
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釧路湿原国立公園の美化清掃を目的として組織された「釧路湿原を美しくする会」では釧

路市、釧路町、標茶町、鶴居村の4支部が、それぞれの国立公園利用施設とその周辺の清掃

事業を行っています。なお、事務局と釧路市支部は、本市環境保全課に設置しています。 

 

表3-1-8 釧路湿原の法令等指定状況                 

区分 指定面積 釧路市域 根拠法令 

特別保護地区 6,490 -

第1種特別地域 1,769 -

第2種特別地域 3,359 -

第3種特別地域 6,765 1,745

普通地域 8,478 839

釧路湿原 

国立公園 

合計 26,861 2,584

自然公園法 

国指定釧路湿原鳥獣保護区 

（うち特別保護区） 

11,523

(6,962)
-

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律 

ラムサール条約登録湿地 7,863 -
特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地に関する条約 

国指定天然記念物「釧路湿原」 5,012 - 文化財保護法 

鳥通学術自然保護地区 7.05 - 北海道自然環境等保全条例 

 

(4) 阿寒湖の保全 

阿寒湖全域を含む阿寒国立公園は、国立公園法（現在は自然公園法）に基づき、昭和9年12

月4日に大雪山国立公園とともに国立公園に指定された北海道で も歴史のある国立公園です。 

阿寒国立公園は、北海道東部に位置し、雄阿寒岳と雌阿寒岳等の火山性山岳景観が織りなす

優れた原始的景観を有する「火山と森と湖」の公園です。公園は西側の阿寒湖を中心とした地

域と東側の屈斜路湖・摩周湖を含む地域に大きく二分されます。阿寒国立公園を構成する市町

村は、釧路市、弟子屈町、美幌町、津別町、足寄町、標茶町、白糠町、大空町、中標津町、清

里町、小清水町の11市町にまたがっています。 

阿寒湖に生息するマリモは、その美しい姿や希少性から昭和27年に文化財保護法により国の

特別天然記念物に指定されています。平成17年11月には、阿寒湖が国際的に重要な湿地として、

ラムサール条約登録湿地に登録されました。 

 

① 阿寒湖エコミュージアムセンター運営推進協議会 
阿寒湖畔エコミュージアムセンターは阿寒国立公園西地区・阿寒湖周辺の自然散策の利用

拠点として、環境省によって整備された施設です。運営は釧路市、足寄町、関係行政機関、

教育機関、自然保護団体等で構成する「阿寒湖畔エコミュージアムセンター運営推進協議会

」によって行われています。同協議会は阿寒湖畔エコミュージアムセンターの運営管理と阿

寒国立公園内の自然環境維持及び適正な利用の推進等を目的として、各関係機関の連絡調整

を図り、自然ふれあい活動、美化清掃の推進等の実施による自然保護思想及び美化思想の普

及に努めています。 

 

表3-1-9 阿寒湖の法令等指定状況            

区分 指定面積 釧路市域 根拠法令 

特別保護地区 10,421 5,688

第1種特別地域 20,287 3,237

第2種特別地域 24,460 10,361

阿寒 

国立公園 

第3種特別地域 17,688 3,703

自然公園法 

（平成23年3月31日現在）

（平成23年3月31日現在）
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普通地域 17,625 2,609
 

合計 90,481 25,598

北海道指定阿寒湖鳥獣保護区 8,808 8,808
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律 

ラムサール条約登録湿地 1,318 1,318
特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地に関する条約 

国指定特別天然記念物「阿寒湖のマ

リモ」 
- - 文化財保護法 

 

(5) 河川の保全・管理 

① 水道水源としての釧路川水質保全 
水道水源である釧路川の水質保全を進めるため、釧路川流域清掃への参加、釧路川リバー

サイド植樹への参加、釧路川だよりの作成等、釧路川水質保全協議会を通じた普及啓発活動

を行っています。 

 

② 普通河川の維持管理 
本市では、普通河川の浚渫（しゅんせつ）や清掃等を実施し、適切な維持管理を進めてい

ます。 

 

(6) 春採湖の保全 

① 春採湖環境保全計画 
本市では、北海道などの関係機関と連携し、春採湖の水質浄化と環境整備を総合的・計画

的に進めるため、春採湖環境保全対策協議会を組織し、平成4年に春採湖環境保全計画を策

定しました。策定後の点検・見直しを経て、現在では平成28年度を目標年とする第3次春採

湖環境保全計画に基づいた取り組みを行っています。 

 

表3-1-10 第3次春採湖環境保全計画における水質保全目標（目標：平成28年度） 

水質項目 環境基準 期間目標 備考 

化学的酸素要求量（COD） 5.0mg/ℓ 以下 7.0mg/ℓ 以下 75%値 

全窒素（T-N） 1.0mg/ℓ 以下 - 年平均値 

全りん（T-P） 0.1mg/ℓ 以下 - 年平均値 

 

表3-1-11 第3次春採湖環境保全計画における生物による環境指標 

項目 指標 

ヒブナ 春採湖ヒブナ生息調査において継続的にヒブナが捕獲されること 

野鳥 
湖周辺において継続的に、水鳥（カイツブリ、マガモ、ホシハジロ、バン、オオバン）

のうち3種以上の繁殖（ヒナ個体）が確認されること 

水草 湖岸の沈水植物（マツモ、リュウノヒゲモ）について、継続的な生育が確認されること 

 

② 春採湖ウチダザリガニ捕獲事業 

春採湖は、ヒブナ生息地として国の天然記念物に指定されており、また、自然豊かな市民

の憩いの場として親しまれていますが、近年、専門家の調査等により特定外来生物ウチダザ

リガニの生息が確認され、ウチダザリガニが湖内水草を捕食することによるヒブナやその他

の魚類、水鳥等の生息環境に対する影響が危惧されています。 

本市では、平成18・19年度の2カ年にわたって湖内のウチダザリガニの生息状況調査を実

施し、生態や生息箇所などのデータ収集と分析を行いました。その結果を元に平成20年度か
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らは本格的なウチダザリガニ捕獲事業を実施するとともに、市民を対象とした講演会も実施

しています。 

また、平成22年度は、春採湖におけるウチダザリガニの生息数を推定する調査を実施し、

春採湖全体で56,338個体が生息していると推定しました。 

 

表3-1-12 春採湖ウチダザリガニ捕獲数 

年度 雄 雌 合計 

H18 895 552 1,447

H19 542 384 926

H20 795 695 1,490

H21 945 1,026 1,971

H22 750 711 1,461

 

２ 自然環境と事業活動の調和 

(1) 土地利用計画 

本市では、釧路市都市計画マスタープランにおいて、市街化などの都市的な土地利用につい

ては、水際線より6kmまでにとどめるという方針を明確に定め、釧路湿原などの自然環境を土

地利用計画の面からも保全しています。 

 

(2) 家畜ふん尿の適正処理 

家畜ふん尿による河川の水質汚濁や悪臭などの環境の悪化を防止し、資源としての有効活用

を図るため、釧路市有機質肥料活用センターにおいて、家畜ふん尿の回収・処理・有機質資源

化が行われています。 

 

(3) 海洋汚染の防止 

船舶からの廃棄物や廃油等の海洋流失の防止を図るとともに、陸域における水質汚濁防止対

策の推進や海洋汚染、投棄の防止に関する意識の向上を図ります。また、海域に投棄された廃

網・ロープなどの処理を行っています。 

 

３ 生物多様性の確保 

(1) 希少な野生生物の保護増殖 

生態系の基本的構成要素である野生生物は、その多様性によって生態系のバランスを維持し

ていることから、自然環境を保全していくためには、多様な生物相全体を保全することが重要

です。 

特に絶滅のおそれのある種については、増殖に努め、個体数を回復していくことが求められ

ています。釧路市動物園では、タンチョウ、シマフクロウなどの希少種の増殖を進めています。 

 

① シマフクロウ 
釧路市動物園では、環境省からシマフクロウについての保護増殖事業者として認定され、

増殖事業を委託されています。 

飼育下での安定した個体群を確立するため自然孵化・育雛による増殖を進めており、平成

22年度は、12羽を飼育し、2ペアで繁殖に臨みました。1ペアが2羽をふ化しましたが、残る1

ペアには繁殖行動が認められないため、ペアの組み替えを試みています。 

また、環境省から野生の雌雄各1羽を移管し、新たなペアづくりを目指しています。 

（単位：個体）
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② タンチョウ 
希少な野生動物を飼育下で繁殖させ、その個体を野生に戻す試みとして、釧路市動物園で

は、「飼育下で繁殖したタンチョウを野生復帰させるために必要な飼育技術の確立」をする

ため、（社）日本動物園水族館協会の助成を受け、足輪を付けたタンチョウの野外放鳥を平

成13年度からこれまでに計14羽で実施しました。その後も、タンチョウ保護研究グループと

の共同調査で、飼育繁殖した個体に足環や電波発信機の装着を行っており、平成22年度まで

に計13羽に足輪を装着しています。 

また、平成15年度からは、足輪を付けたタンチョウの情報を収集するために、タンチョウ

の生息地に住む道東一帯の小学生全員にカードを配布し、情報を寄せてくれた子どもたちに

は「ありがとうカード」を送って結びつきを深めています。 

動物園では、飼育下ばかりではなく、野生のタンチョウについても、傷病収容される野生

タンチョウの治療と死亡原因の究明を行っています。平成22年度に収容された24羽のうち生

体で保護されたものは7羽で、そのうち傷病収容が6羽、スラリ―貯蔵落下による収容は1羽

（雛）でした。傷病収容個体のうち4羽が治癒し、うち3羽は足輪を付せられて、残りの1羽

は付せずに放鳥されました。収容した雛の1羽については、放鳥に向けて現在訓練中です。 

 

③ ヒブナ 
釧路市立博物館では、春採湖に生息するヒブナの生息状況を調査するとともに、ヒブナ資

源を保護するために人工増殖実験に取り組んでいます。 

ヒブナの生息状況調査は、地引網による調査で、13年度以降は3年おきに実施しています。

平成22年度の調査ではヒブナを確認できませんでした。 

一方で、ヒブナやフナが産卵する沈水植物のマツモやリュウノヒゲが減少し、産卵環境が

悪化していることから、平成18年度よりプラスチック製の人工水草を設置し、産卵場所の確

保に努めています。平成22年度は、湖の3箇所に合計200本設置したところ、産卵を確認でき

ました。 

また、人工増殖実験で確保できたヒブナ稚魚の放流も継続実施しており、平成22年度はヒ

ブナ稚魚86尾を放流しました。 

 

④ マリモ 
釧路市教育委員会では、阿寒湖を代表する生物であるマリモの保護管理手法の確立を目指

して、国内外の研究機関や地元のマリモ保護団体と協力しながら、マリモの生態研究とその

生育地である阿寒湖の環境調査を実施しています。これまでに、湖内におけるマリモの生育

分布状況や生態的な多様性、球状マリモの生成過程、マリモが成長あるいは群生する際に必

要とされる環境条件などについて数多くの新しい発見がもたらされています。こうした成果

を踏まえ、平成21年には環境省の生物多様性保全推進支援事業を活用して22の団体・機関か

らなる「阿寒湖のマリモ保全対策協議会」を設立し、マリモの保護育成試験や保護管理計画

の策定作業などマリモ保護の具体化に向けた取り組みを始めています。 

 

(2) 野生生物の生息環境の整備 

① 鳥獣保護区 
鳥獣保護区は、野生生物の保護繁殖を図るため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律に基づき、鳥獣の生息環境の保全が必要な地域に設定され、市内では7カ所が道指定鳥獣

保護区に設定されています。 
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表3-1-13 鳥獣保護区の設定状況 

区分 名称 面積(ha) 指定者 指定日 

駒牧高谷 111 昭和53年10月1日 鳥獣保護区 

(身近な鳥獣生息地) 春採湖 74 平成12年10月1日 

馬主来 296 昭和39年10月1日 

シュンクシタカラ 552 昭和51年10月1日 

阿寒湖 8,808 昭和41年10月1日 

ペンケトー 515 

昭和40年10月1日(国設) 

昭和58年10月1日 

(国設から道設へ) 

鳥獣保護区 

(森林鳥獣生息地) 

阿寒 5,373 昭和56年10月1日 

北斗 16 平成13年10月1日 特定猟具使用禁止 

区域（銃器） 音別二俣 239 

北海道 

平成11年10月1日 

 

② 水と緑のネットワーク 
本市では、緑化を重点的に推進する地区として、「昭和・文苑緑化重点地区」「都心部・

緑ヶ岡緑化重点地区」を設定し、都市公園事業をはじめ、市民や事業者が主体となる民間の

緑化の推進など、緑豊かなまちづくりを推進しています。これにより、水と緑のネットワー

クが形成され、生物の生息環境の向上にも寄与しています。 

 

(3) 傷病鳥獣の保護 

ケガや病気などで弱っている野生鳥獣を保護し、適切な治療を行い自然に復帰させることに

よって、野生鳥獣の保護や鳥獣保護思想の普及啓発などを図るため、北海道では、市町村や北

海道獣医師会、公立動物園等の協力のもとに、平成9年度に「傷病鳥獣保護ネットワークシス

テム」を発足させ、本市は収容の調整にあたっています。このシステムでは、発見された傷病

鳥獣のうち治療を要するものについては、指定診療施設で応急手当を行い、このうち回復に時

間の要するものは公立動物園等で保護しています。 

釧路市動物園では、北海道からの委託により、傷病鳥獣の治療や保護を行っています。治療

を行った個体のうち、回復したものについては自然界に放し、復帰できないものについては増

殖に供し、繁殖した個体の野生復帰を図ることとしています。 

また、死亡した個体については、死因の解明を行い、野生動物の現状把握に努めています。

平成22年度は33種55点が収容され、8種18点を野外放鳥しました。 
 

(4) 野生生物の適正な保護管理 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律において、野生鳥獣の飼養や捕獲等に許可または

登録が義務付けられています。本市における平成22年度の許可・登録件数は、飼養登録6件、

捕獲等許可31件です。 
 
① エゾシカ 

北海道が策定している「エゾシカ保護管理計画」により、本市もエゾシカ個体数管理事業

に協力しています。本市では、「エゾシカ農作物被害防止対策事業」として、エゾシカの駆

除を実施しており、平成22年度は1,640頭を駆除しています。 
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② ヒグマ 

「釧路市ヒグマ被害防止対策実施規則」と「釧路市地区ヒグマ対策連絡会議等設置要綱」

に基づき、対応を実施しています。ヒグマの被害防止対策として、ヒグマ被害防止措置業務

従事者による警戒活動等を実施し、必要に応じて釧路市地区合同ヒグマ対策連絡会議及び釧

路地区、阿寒町地区、音別町地区ヒグマ対策連絡会議等を開催し、関係機関と連携して情報

収集にあたり、必要な対策を講じています。 

平成22年度は警戒活動7回、箱わな設置2回、捕獲駆除1回を実施しています。 

 

４ 自然とのふれあいの推進 

(1) 自然と親しむ環境の整備 

春採湖は、ヒブナの生息地として国の天然記念物に指定されており、湖畔一帯は豊かな自然

環境にも恵まれ、野鳥観察や湖畔の散策など多くの市民に利用されています。 

本市では、春採湖周辺に野鳥観察施設や野草園、周遊園路を整備するなど、市民が自然と親

しむにふさわしい施設整備を進めており、春採湖畔にネイチャーセンターを設置し、春採湖で

散策等を行う市民の憩いの場とするとともに、関連資料等の展示を行っています。また、毎年、

散策路を彩る修景緑化事業を実施しています。さらに、春採湖南岸地区では、平成13年度から

10年計画で市民団体による市民の森の植栽が始められ、平成18年度より、春採公園南岸市有地

（市民の森）の管理用園路の造成と暗渠排水等の整備を継続しています。 

山花公園は動物園、山花温泉リフレなどの多くの施設が整備されていますが、広大な里山の

自然と親しむための施設の充実がすすめられています。 

武佐の森は市街地に残された自然豊かな森として自然観察などに利用できる｢森の学校｣とし

て散策路や休憩所などの整備が平成12年度末に完了しています。 

阿寒本町地区には、あかんランド丹頂の里に宿泊施設の赤いベレー、キャンプ場、バンガロ

ー、レンタル農園、阿寒国際ツルセンター、サイクリングロードなど多くの施設が整備され、

四季を楽しみながら自然にふれあうことができます。 

音別地区の「ふれあいの森」は平成12年に整備され、ウッドチップが敷き詰められた歩道や

渓流路の散策や、またイチイ・ハマナス・ツツジなどの森林浴等を楽しむことができます。 

 

(2) 自然学習会等の開催 

本市や釧路湿原国立公園連絡協議会、阿寒湖畔エコミュージアムセンター運営推進協議会な

どでは、釧路湿原・阿寒湖・春採湖などのフィールドや体験学習センター「こころみ」などの

施設を利用して各種の自然体験学習会、天体観測等を実施しており、市民に自然とふれあう機

会を提供しています。 

 

５ 地域の自然保護を通じた国際協力 

(1) 国際協力事業の実施 

本市は、国や国際機関・関係市町村・NGOなどと連携を図りながら、湿地保全や水鳥の保護

に関する国際協力活動を行っています。 

 
① 姉妹湿地交流 

平成6年11月に、オーストラリアのクーラガング湿地及びその周辺湿地（現在の名称はハ

ンター河口湿地）と釧路地域の3つのラムサール条約登録湿地（釧路湿原、厚岸湖・別寒辺

牛湿原、霧多布湿原）が姉妹湿地提携を交わし、双方の高校生、研究者、行政担当者との間
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で湿地保全に関する情報交換や人的交流を進めています。 

 

② 水鳥飛来地ネットワークへの参加 
釧路湿原の関係自治体として、東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナー

シップ（旧アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略）に参加しており、渡りのルートにおける

国際的に重要な湿地の適切な管理を通じて、ツル類とガンカモ類の継続的な保全活動に協力

しています。 

 

(2) 釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）の活動 

平成5年6月、釧路でラムサール条約第5回締約国会議が開催されました。この会議を契機と

して、釧路市は、釧路地域のラムサール条約登録湿地（釧路湿原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧

多布湿原）にかかわる地方自治体と連携し、関係行政機関、教育機関、自然保護団体、関係国

際機関等の協力の下に、地方の立場で湿地保全のための国際協力推進を目的とする活動拠点と

して、平成7年1月、釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）を設立しました。（現在は、平

成17年11月にラムサール条約登録湿地となった阿寒湖も含めています。） 

KIWCは、釧路地域の豊かな自然、充実した施設、豊富な人材等を活用しながら、関係機関の

支援の下に、「湿地の保全とワイズユース」の推進に取り組むことにより、国際社会に寄与す

ることを目的としています。 

その主な活動として、次の取り組みを積極的に展開しています。 

・湿地生態系保全等に関する研修コースの実施 

・湿地環境及び生物多様性保全に関する会議・ワークショップの開催 

・湿地生態系モニタリング調査の実施及びデータベースの構築 

・湿地の管理に関する技術開発及び助言 

・湿地の保全とワイズユースの普及啓発及び出版事業の実施 

・湿地エコツーリズムの検討・プランニング及び情報提供 

・国際協力の推進及び関係機関との協力・提携 

 

このほか平成22年度には、地域住民を対象とした湿原エコツアーや、釧路湿原ラムサール条

約登録30周年記念事業として市民参加環境調査会やシンポジウム、関係団体のブース展示等を

行いました。 

 
① JICA研修 

平成22年度は、独立行政法人国際協力機構（JICA）からの委託事業として、2件の研修事

業を実施しました。9カ国13名の研修員が受講しました。 

 
② JICA専門家派遣事業 

JICAの専門家派遣事業を通じ、マレーシアやブータンなどに職員を派遣し、湿地保全等の

技術移転に取り組んでいます。 

 

③ ラムサール条約登録湿地関係市町村会議 
本市では、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議に構成自治体として参加するなど、国

内のラムサール条約登録湿地に関するを抱える市町村との連携を図っています。平成22年度

は、ラムサール条約40周年・世界湿地の日記念事業～「湿地の文化と技術ローカルイベント
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リー」と「湿地の保全・活用計画」に関する専門家会議（東京）、ラムサール条約40周年記

念シンポジウム「湿地の恵み展」（東京）に参加しました。 

 

④ KIWC技術委員会 
湿地の保全とワイズユースを進めるため、専門家による技術委員会を組織し、研究やモニ

タリングを通して、データベースの構築を図るとともに、湿地の管理に関して技術的な助言

を行っています。 

平成22年度は、「生物多様性の観点からみた住民参加による水環境の修復をテーマに、会

議や現地検討会（標茶町茅沼）を実施しました。 

 

⑤ 情報提供 
KIWCでは、ニュースレター（邦文・英文）、KIWC紹介パンフレット（邦文・英文）を発行

するとともに、KIWCホームページ（邦文・英文）を開設し、ラムサール条約や地域での活動

についての普及と情報提供を進めています。（ホームページURL http://www.kiwc.net/） 

 

表3-1-14 本市における湿地保全や水鳥の保護などに関する主な国際協力活動のあゆみ 

開催時期 会議等名称 主催者 備考 

平成4年10月 アジア湿地シンポジウム 

環境庁、北海道、滋賀

県、ラムサール釧路会

議地域推進委員会等 

 

平成4年10月 ラムサール条約常設委員会 ラムサール条約事務局  

平成5年6月 ラムサール条約第5回締約国会議 ラムサール条約事務局  

平成5年6月 ボン条約常設委員会 ボン条約事務局 

ボン条約：移動性

野生動物種の保全

に関する条約 

平成5年8月 
国際シンポジウム「トンボの生息環

境とその保護」 

トンボ保護国際シンポ

ジウム実行委員会 
 

平成6年10月 JICA湿地及び渡り鳥保全研修コース JICA、KIWC（準備委） 
平成7～10年度 

継続実施 

平成6年11月 
東アジア・オーストラリア湿地・水

鳥ワークショップ 

環境庁、オーストリラ

リア自然保護庁、AWB、

IWRBJ 

 

平成7年9月 
北東アジア・北太平洋環境フォーラ

ム 

KIWC、国際水禽湿地調

査局日本委員会等 
 

平成8年7月 
第2回東アジア国立公園保護地域会

議 

IUCN、東アジア国立公

園保護地域運営委員会

等 

 

平成8年8月 国際湿原保全釧路会議（IMCG） 
IMCG、IMCG釧路会議実

行委員会、KIWC 
 

平成10年3月 
地域レベルの湿地保全活動に関する

国際ワークショップ 

KIWC、IUCN社会政策グ

ループ、WWF 等 
 

平成10年9月 

生物多様性に係る多国間協定の履行

に関するアジア・太平洋地域研修ワ

ークショップ 

UNITAR、KIWC 
平成11～20年度 

継続開催 

平成11年2月 
JICA 自然公園の管理・運営と利用

（エコツアー）研修 
JICA、KIWC 

平成11～20年度 

継続開催 

平成11年10月 
JICA 湿地環境及び生物多様性保全

研修 
JICA、KIWC 

平成11～20年度 

継続開催 
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平成12年4月 
国際シンポジウム「サンショウウオ

からみた湿原」 

北海道サンショウウオ

研究会 
 

平成12年6月 「シンポージオ：湿地の再生」 釧路開発建設部、KIWC  

平成13年9月 
地球温暖化と湿地保全に関する国際

ワークショップ 
国立環境研究所  

平成13年11月 

農業地帯における河畔緩衝帯の水質

浄化能の解析とその設置法に関する

ワークショップ 

河畔緩衝帯国際会議企

画運営委員会 
 

平成14年1～2月 

JICA ラムサール登録湿地における

生物多様性の保全とワイズユース研

修 

JICA、KIWC  

平成14年2月 

北東アジア地域ツル類重要生息地ネ

ットワークでの環境教育とエコツー

リズムに関するワークショップ 

日本野鳥の会、環境省、 

釧路市 等 
 

平成14年2～3月 
JICA ツル飛来地の保全とワイズユ

ース研修 
JICA、KIWC  

平成15年2月 
国際フォーラム「湿原の自然をとり

もどすために」 

ラムサールセンター、

KIWC 
 

平成15年3月 
JICA EU 基準達成をめざした自然公

園ワイズユース施策の策定手法研修
JICA、KIWC  

平成15年7月 

ラムサール条約釧路会議10周年記念

国際ワークショップ「ラムサール湿

地の賢明な利用－ラグーン湿地に注

目して」 

ラムサール湿地ワイズ

ユース開催実行委員会

（KIWC、ラムサールセ

ンター等で構成） 

 

平成15年11月 

北東アジア地域ツル類重要生息地ネ

ットワーク・国内ワークショップ市

民フォーラム「ツルの未来」 

日本野鳥の会、KIWC  

平成15年11月～ 

平成16年2月 

ラムサール湿地保全国際こども作品

展 
KIWC  

平成16年3月 
フォブジカ谷におけるオグロヅル生

息地の保全研修 
JICA、KIWC 

平成15～17年度 

継続実施 

フォブジカ谷：ブ

ータン王国中央部

平成16年6～7月 
JICA 中国水利人材養成プロジェク

ト研修 
JICA、KIWC  

平成18年3月 
KIWC設立10周年事業国際ツルフォー

ラム 
KIWC  

平成18年3～4月 国際ツル作品展 KIWC  

平成19年11～12月 
JICA「住民参加型自然環境保護（モ

ンゴル）」研修コース 
KIWC 

平成19～21年度 

継続実施 

平成20年6～7月 
国連訓練調査研究所（UNITAR）研修

ワークショップ 
UNITAR、KIWC  

平成21年5～6月 

JICA「ラムサール条約・生物多様性

条約に係わる湿地の保全と利用」研

修コース 

JICA、KIWC 
平成21～23年度 

継続実施予定 

平成22年8～10月 
JICA「自然・文化遺産の持続可能な

利用(エコツーリズム)」研修コース
JICA、KIWC 

平成22～24年度 

継続実施予定 

 


